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議案第７号（議）

磐梯町議会委員会条例の一部を改正する条例

磐梯町議会委員会条例（昭和６２年磐梯町条例第１号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。

改正後 改正前

第１章 通則 第１章 通則

（常任委員会の設置）

第１条 （略）

（常任委員会の名称、委員定数及びその所

管）

第２条 （略）

第３条・第４条 （略）

（特別委員会の設置）

第５条 （略）

２ 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で

定める。

３ （略）

（委員の選任）

第６条 （略）

２ 議長は、委員の選任事由が生じたときは、

速やかに委員を選任するものとする。

３ （略）

４ 第1項ただし書きの規定により委員を指名し

たとき又は前項ただし書の規定により委員の

所属を変更したときは、議長はその旨を次の

議会に報告しなければならない。

５ 第３項の規定により所属を変更した常任委

員の任期は、第３条第２項の例による。

第７条 （略）

（委員長及び副委員長がともにいないときの

互選）

（常任委員会の設置）

第１条 （略）

（常任委員会の所属等

）

第２条 （略）

第３条・第４条 （略）

（特別委員会の設置）

第５条 （略）

２ 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で

決める。

３ （略）

（委員の選任）

第６条 （略）

２ （略）

３ 前項 の規定により所属を変更した常任委

員の任期は、第３条第２項の例による。

第７条 （略）

（委員長及び副委員長がともにいないときの

互選）
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第８条 委員会の委員長及び副委員長がと

もにいないときは、議長が委員会の召集日時

及び場所を定めて委員長の互選を行わせる。

２ 前項の互選の場合は、年長の委員が委員長

の職務を行う。

第９条・第１０条 （略）

（委員長、副委員長及び委員の辞任）

第１１条 （略）

２ 常任委員が辞任しようとするときは、議会

の許可を得なければならない。ただし、閉会

中においては、議長が許可することができ

る。

（議会運営委員及び特別委員の辞任）

第１２条 議会運営委員及び特別委員が辞任し

ようとするときは、議長の許可を得なければ

ならない。

第８条 特別委員会の委員長及び副委員長がと

もにいないときは、議長が委員会の召集日時

及び場所を定めて委員長の互選を行わせる。

２ 前項の互選に関する職務は、年長の委員が

行う。

第９条・第１０条 （略）

（委員長、副委員長及び委員の辞任）

第１１条 （略）。

２ 委員が辞任しようとするときは、議会

の許可を得なければならない。ただし、閉会

中においては、議長が許可することができ

る。

第２章 会議及び規律 第２章 会議及び規律

（招集）

第１３条 （略）

（会議の特例）

第１３条の２ 委員長は、災害の発生、感染症

の蔓延等、止むを得ない理由により委員会を

開催する場所へ委員を招集することが困難で

あると認めるときは、映像と音声の送受信に

より出席者の状態を相互に認識しながら通話

することができる方法(以下「オンライン会議

システム」という。)を活用した会議を開くこ

とができる。

２ 前項の場合において、委員は、オンライン

会議システムにより会議への出席を希望する

ときは、あらかじめ委員長の許可を得なけれ

ばならない。

３ オンライン会議システムを活用した委員会

の運営に関して必要な事項は、議長が別に定

める。

（ 定足数）

（招集）

第１２条 （略）

（会議の定足数）
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第１４条 委員会は、委員の定数の半数以上の

委員が出席しなければ会議を開くことはでき

ない。ただし、第１６条の規定による除斥の

ため半数に達しないときは、この限りでな

い。

２ 前条第２項の規定により委員長の許可を得

て会議に出席した委員は、前項、次条第１項

及び第２８条第１項の出席委員とする。

（表決）

第１５条 （略）

（委員長及び委員の除斥）

第１６条 （略）

（傍聴の取扱い）

第１７条 （略）

（秘密会）

第１８条 委員会は、その議決で秘密会とする

ことができる。ただし、オンライン会議シス

テムを活用した会議は、秘密会とすることが

できない。

２ （略）

（出席説明の要求）

第１９条 委員会は、審査又は調査のため、町

長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の

委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の

会長及び監査委員その他法律に基づく委員会

の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を

受けた者に対し 説明のため出席を求めよう

とするときは、議長を経てしなければならな

い。

（議事妨害及び離席の禁止）

第２０条 （略）

２ （略）

３ 会議中に定足数を欠くに至るおそれがある

と認めるときは、委員長は、委員の退席を禁

ずることができる。

（秩序保持に関する措置）

第１３条 委員会は、委員の定数の半数以上の

委員が出席しなければ会議を開くことはでき

ない。ただし、第１５条の規定による除斥の

ため半数に達しないときは、この限りでな

い。

（表決）

第１４条 （略）

（委員長及び委員の除斥）

第１５条 （略）

（傍聴の取扱い）

第１６条 （略）

（秘密会）

第１７条 委員会は、その議決で秘密会とする

ことができる。

２ （略）

（出席説明の要求）

第１８条 委員会は、審査又は調査のため、町

長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の

委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の

会長及び監査委員その他法律に基づく委員

の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を

受けた者に対し、説明のため出席を求めよう

とするときは、議長を経てしなければならな

い。

（議事妨害及び離席の禁止）

第１９条 （略）

２ （略）

（秩序保持に関する措置）
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第２１条 委員会において地方自治法（昭和２

２年法律第６７号、以下「法」という。）、

磐梯町議会会議規則（令和２年磐梯町規則第

１６号）、以下「会議規則」という。）又は

この条例に違反し、その他委員会の秩序を乱

す委員があるときは、委員長は これを制止

し、又は発言を取り消させることができる。

２ （略）

３ （略）

第２０条 委員会において地方自治法（昭和２

２年法律第６７号、

会議規則

又は

この条例に違反し、その他委員会の秩序を乱

す委員があるときは、委員長は、これを制止

し、又は発言を取り消させることができる。

２ （略）

３ （略）

第３章 公聴会

（公聴会開催の手続き）

第２２条 （略）

（意見を述べようとする者の申出）

第２３条 （略）

（公述人の決定）

第２４条 （略）

（公述人の発言）

第２５条 （略）

２ 公述人の発言は、その意見を聴こうとする

案件の範囲を超えてはならない。

３ （略）

（委員と公述人の質疑）

第２６条 （略）

（代理人又は文書による意見の陳述）

第３章 公聴会

（公聴会開催の手続き）

第２１条 （略）

（意見を述べようとする者の申出）

第２２条 （略）

（公述人の決定）

第２３条 （略）

（公述人の発言）

第２４条 （略）

２ 前項 の発言は、その意見を聴こうとする

案件の範囲を超えてはならない。

３ （略）

（委員と公述人の質疑）

第２５条 （略）

（代理人又は文書による意見の陳述）

第２７条 （略） 第２６条 （略）

第４章 参考人

（参考人）

第２７条の２ （略）

第４章 参考人

（参考人）

第２６条の２ （略）

第５章 記録

（記録）

第２８条 （略）

２ 前項の記録は、電磁的記録によることがで

きる。この場合における同項の署名又は押印に

ついては、法第１２３条第３項の規定を準用す

る。

第５章 記録

（記録）

第２７条 （略）
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行前に終了した会議の記録については、なお従前の例による。

令和２年１２月１１日提出

提出者 磐梯町議会議員 齋藤 博

〃 〃 佐藤 孝則

〃 〃 瀨田 晃旬

〃 〃 小林 修治

３ （略） ２ （略）

第６章 補則 第６章 補則

（会議規則への委任）

第２９条 （略）

（会議規則との関係）

第２８条 （略）


